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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

本市では、平成 17（2005）年４月に施行された次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育

成支援対策行動計画（前期計画）を策定し、また、平成 21（2009）年には「新かすがいユースプ

ラン」（平成 16 年 3 月策定）を融合した次世代育成支援対策行動計画（後期）「かすがいっ子未

来プラン」を策定し、子どもや子育てに関する様々な施策を積極的に推進してきました。 

平成 24（2012）年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、平成 27（2015）年４月に子ども・

子育て支援新制度が開始され、地域の実情に応じた「子ども・子育て支援事業計画」の策定が求

められるなか、平成 27（2015）年３月に基本理念「子はかすがい、子育てはかすがい ～子ども

は未来の宝、子どもも親もいきいきと暮らすまち」を掲げ、「新かすがいっ子未来プラン」（計

画期間：平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度）を策定し、就学前の教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業の需要に応じた提供体制の確保に努めてきたほか、子ども・子育て支援に

関する施策を総合的かつ計画的に実施してきました。 

また、平成 28（2016）年３月に「子はかすがい、子育ては春日井」宣言を行い、子育て世代を

始めとするすべての世代の暮らしやすさの向上を図る取組みを開始しました。 

その後、子ども・子育て支援法の改正や「ニッポン一億総活躍プラン」の閣議決定等を踏まえ、

平成 29（2017）年６月に国から「子育て安心プラン」が発表され、待機児童の解消や女性の就業

率の向上（Ｍ字カーブの解消）、保育の受け皿の拡大と質の確保、保育人材の確保、保護者への

「寄り添う支援」の普及促進といった方向性が打ち出されています。 

社会情勢の変化にともない、子育て支援に対するニーズが変化するなか、現状から見えてくる

課題に対応するとともに、子育て支援をさらに充実する施策を示す「新かすがいっ子未来プラン

Ⅱ《仮称》」を策定します。 

  



 

2 

２ 計画の性格・位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」及び次世代

育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」として位置付け、市町村子ども・子育て支援事

業計画は、国の「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」に即して策定します。 

また、本計画は国の「健やか親子２１」の趣旨を踏まえた母子保健計画を包含します。 

なお、本計画は「第六次春日井市総合計画」（平成 30（2018）年２月策定）を上位計画とし、

｢第４次春日井市地域福祉計画｣（令和２（2020）年３月策定予定）や、「かすがい健康計画 2023」

（平成 31（2019）年３月策定）、「第４次春日井市障がい者総合福祉計画」（平成 30（2018）年

３月策定）等の保健福祉分野の関連計画における施策や「春日井市教育大綱」との調和・連携を

図りながら推進します。 

上位・関連計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新かすがいっ子未来プランⅡ《仮称》 

⚫ 子ども・子育て支援法第 61 条「市町村子ども・
子育て支援事業計画」 

⚫ 次世代育成支援対策推進法第８条「市町村
行動計画」 

⚫ 母子保健計画 等 

⚫ 春日井市地域福祉計画 

⚫ かすがい健康計画 2023 

⚫ 春日井市障がい者総合福祉計画 

⚫ 春日井市教育大綱 等 

子ども・子育て支援に関する個別計画 その他の個別計画 

調和 
連携 

春日井市総合計画 
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３ 計画の期間 

子ども・子育て支援法及び次世代育成支援対策推進法に基づき、令和２（2020）年度から令和

６（2024）年度までの５か年とします。 

ただし、第２期子ども・子育て支援事業計画（本計画の第４章）については、計画期間の中間

年度を目安として、支給認定の変動や情勢の変化を考慮し、必要に応じた見直しを行います。 

計画期間 

平成 
27年度 
（2015） 

 
28 年度
（2016） 

 
29 年度
（2017） 

 
30年度 
（2018） 

 
31年度 
（2019） 

令和 
２年度 
（2020） 

 
３年度 
（2021） 

 
４年度 
（2022） 

 
５年度 
（2023） 

 
６年度 
（2024） 

第１期計画      

  中間 

見直し 

 
改定 

第２期計画（本計画） 

     中間 

見直し 

 
改定 

        

 

 

４ 計画の対象 

本計画は、春日井市のすべての子どもとその家庭、地域、企業（事業所）、行政など子どもと

関わるすべての個人及び団体を対象とします。なお、子どもの対象年齢は、児童福祉法に定める

乳幼児期から概ね 18歳未満とします。 
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第２章 子どもと子育ての現状と課題 

１ 数値でみる子ども・子育ての現状 

１－１ 児童人口等 

（１）児童人口（18歳未満） 

本市の児童人口（18歳未満）は、平成 31年４月現在で 52,410 人となっており、平成 24年をピ

ークに減少に転じています。児童人口全体では、平成 22 年（10 年前）と比較して、2,745 人（減

少率５％）減少していますが、とりわけ、０～２歳人口の減少率が 14.8％と最も大きくなってい

ます（図１）。 

図１．０～17歳人口の推移 

 

出典：住民基本台帳人口（各年 4 月１日） 
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（2）出生数 

本市の出生数は、平成 29 年実績で 2,674人となっています。平成 22 年と比較して、468 人減少

しており、直近 10年は 25～39歳女性の人口減少に伴い、出生数も減少傾向で推移しています（図

２、図３）。 

図２．出生数の推移 

 

出典：愛知県衛生年報 

図３．女性人口と出生数の推移 

 

出典：出生数は愛知県衛生年報、女性人口は愛知県統計年鑑「愛知県人口動向調査による」 
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（3）合計特殊出生率 

本市の合計特殊出生率は、平成 29年実績で 1.60となっています。平成 22年と比較して 0.04ポ

イント上昇しており、愛知県や全国平均を上回る水準となっています（図４）。 

※合計特殊出生率は、「15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、１人の女性がその年齢別出

生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 

図４．社会増減の推移 

 

出典：国、県は人口動態統計、市は春日井市算出 
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１－２ 子育て家庭の状況 

（1）核家族世帯 

本市の 18 歳未満世帯員のいる一般世帯数は、平成 27 年現在で 31,081 世帯となっており、その

うち核家族世帯は 27,521世帯（88.5％）となっています。 

18 歳未満世帯員のいる一般世帯のうち、核家族世帯の割合は年々上昇しており、平成 22 年と比

較して 2.2ポイント上昇しています（図５）。 

図５．18歳未満世帯員のいる一般世帯数の推移 

 
出典：国勢調査（各年 10 月１日） 

（2）ひとり親世帯 

本市の 18 歳未満世帯員のいるひとり親世帯数は、平成 27 年現在で 1,867 世帯（6.0％）となっ

ています（図６）。 

なお、平成 30 年度に実施したアンケート調査結果によると、ひとり親家庭における祖父母との

同居又は近居の割合は、就学前児童世帯及び低学年児童世帯ともに 70％以上を占めています。 

図６．18歳未満世帯員のいるひとり親世帯数及び割合の推移 

 

出典：国勢調査（各年 10 月１日） 
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１－３ 女性の就業状況 

本市の女性（有配偶）の就業率は、多くの年齢階級で上昇傾向となっています。平成 27 年にお

ける 25～44歳の就業率は、女性全体（未婚を含む）では 66.5％、女性（有配偶）では 59.7％とな

っており（図７）、有配偶の就業率は、愛知県平均（有配偶）の 59.4％、全国平均（有配偶）の

60.1％と概ね同水準です（図８）。 

なお、平成 30 年度に実施したニーズ調査結果によると、就学前児童のいる世帯では、前回調査

（平成 25年度実施）と比べて、両親ともにフルタイム就労の家庭が増えています（p.11図 13）。 

図７．女性の就業率の推移 

 

出典：国勢調査（各年 10 月１日） 

図８．女性（有配偶）の就業率（国・愛知県との比較） 

 

出典：国勢調査（平成 27 年 10 月１日） 
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１－４ 配慮が必要な子どもの状況 

（1）児童虐待対応件数 

本市の児童虐待対応件数は、平成 30 年度実績で市役所対応が 70 件、児童相談センター対応が

411件となっており、年度によって増減が見られます（図９）。 

図９．児童虐待対応件数の推移 

 

出典：児童相談のあらまし（愛知県春日井児童相談センター）、春日井市調べ 

 

（2）障がいのある子どもの状況 

本市の障がいのある子どもの状況を見ると、平成 30 年度実績で児童発達支援利用児童数が

4,017 人、放課後等デイサービス利用児童数が 6,595 人となっており、いずれも増加傾向で推移し

ています（図 10）。 

また、発達相談の面接人数は、平成 30 年度実績で 182 人となっており概ね横ばいです（図 10）。 

図 10．児童発達支援利用児童数等の推移 

 

出典： 春日井市調べ 
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（3）外国人の子どもの数 

本市の 20 歳未満の外国人数は、平成 27 年度現在で 605 人となっており、20 歳未満総人口の

1.0％という状況であり、平成 17年以降、人数、比率ともに横ばいとなっています（図 11）。 

図 11．20歳未満の外国人数の推移 

 

区分 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

0～4歳 152 159 164 

5～9歳 137 149 139 

10～14歳 143 142 134 

15～19歳 197 161 168 

20歳未満外国人合計 629 611 605 

20歳未満外国人比率 1.1% 1.0% 1.0% 

20歳未満総人口 59,547 60,453 59,264 

出典： 国勢調査（各年 10 月１日） 

 

（４）不登校児童生徒の状況 

本市の 30日以上不登校の児童・生徒数は、平成 30年度実績で小学生 168人、中学生 377人、計

545 人となっており、小学生、中学生のいずれもこの 10 年で最も多い人数となっています（図

12）。 

図 12．30日以上不登校児童生徒数の推移 

 

出典： 春日井市いじめ・不登校対策事業報告書 
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２ 子ども・子育てに関するアンケート調査結果（抜粋） 

 子育て中の市民の現状や意見、子育て支援に関するニーズなどを把握するため、平成 30

（2018）年度に「子ども・子育てに関するアンケート調査」を実施しました。 

 

（１）子育ての状況 

保護者の就労状況等 

就学前児童の保護者について、前回調査（平成 25年度実施）と比べて、両親のいずれかが家事

専業という家庭の割合が減る一方、両親ともにフルタイム就労の割合が増えており（図 13）、一

日当たりの平均就労時間も延びている状況です（図 14）。 

図13．就学前児童の就労状況 

 

図14．一日当たりの平均就労時間 

 

 

育児休業取得後、職場に復帰した人について（母親のみ） 

育児休業取得後、職場へ復帰した人のうち約８割の人が、希望の時期に職場復帰していません

（図15）。希望より早く復帰した理由は、母親の５割以上が「希望する保育園に入るため」とな

っています。また、希望より遅く復帰した理由は、母親の８割以上が「希望する保育園に入れな

かったため」となっており、次いで「子どもをみてくれる人がいなかったため」が約３割と続い

ています（図16）。 

3.8

29.8

24.1

38.9

3.4

4.2

22.1

21.9

48.6

3.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ひとり親家庭

両親ともにフルタイム

両親の一方がフルタイム、一方がパートタイム

両親のいずれか家事専業

その他

平成30年 N=2762

平成25年 N=2808

7.28

10.81

6.41

10.03

0.00時間 5.00時間 10.00時間 15.00時間

【母親】就学前

【父親】就学前

5.72

10.56

6.50

10.58

0.00時間 5.00時間 10.00時間 15.00時間

【母親】低学年

【父親】低学年

平成30年
平成25年
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図15．育児休業取得後、希望の時期に職場へ復帰できたか 

 

 

図16．希望の時期に職場復帰しなかった理由 

①「希望」より早く復帰した理由 

 

②「希望」より遅く復帰した理由 

 

 

 

【自由意見（抜粋）】 

⚫ 土曜一日保育をしてほしい。 

⚫ 育児休業を取得しても、３歳未満のきょうだいの保育園利用を認めてほしい。 

⚫ 就労予定で保育園に入れず、幼稚園に通うしかなかった。 

⚫ 就労予定でも保育園に入れたい。  

27.2 78.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【母親】就学前 N=589

はい（復帰できた） いいえ（復帰できなかった）

51.0

25.9

24.8

4.2

26.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

希望する保育園に入るため

人事異動や業務の節目の時期に合わせるため

経済的な理由で早く復帰する必要があった

配偶者や家族の希望があったため

その他

【母親】就学前 N=355

84.9

28.3

5.7

3.8

1.9

9.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

希望する保育園に入れなかったため

子どもをみてくれる人がいなかったため

配偶者や家族の希望があったため

職場の受け入れ態勢が整っていなかったため

自分や子どもなどの体調が思わしくなかったため

その他

【母親】就学前 N=106
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祖父母との同居等の状況 

６割以上の保護者は祖父母が近くに住んでいる一方で、３割以上の保護者は、近くに祖父母が

住んでおらず（図 17）、子どもをみてもらえる親族・知人がいずれもいない人の割合も増加して

います（図 18）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考 前回調査】 

 

11.1

14.0

50.7

51.2

37.6

34.1

0.6

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前 N=2762

低学年 N=1086

祖父母のいずれかと同居

祖父母のいずれかが近くに住んでいる（車や公共交通機関の利用でおおむね15分以内）

いずれの祖父母も近くにいない（亡くなっている場合を含む）

不明・無回答

60.1

27.4

8.8

2.8

14.6

0.3

57.8

28.5

19.5

3.5

12.6

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

就学前 N=2762

低学年 N=1086

62.5

27.2

15.1

2.0

11.7

0.5

57.7

28.2

23.2

2.3

10.7

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族

にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

就学前 N=2808

低学年 N=298

図 17．祖父母との同居等の状況 

図 18．日頃、お子さんをみてもらえる親族・知人について 
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不定期の保育や一時的な預かり等の利用 

「一時預かり・一時保育」の利用率は、就学前の約１割（8.6％）となっており（図 19）、希望

した日に利用できなかったことが「ある」という人が約４割となっています（図 20）。 

 

 

※「その他」との回答の具体的な内容は、児童発達支援、職場の託児所、認可外保育施設等 

 

《年間平均利用日数》 

一時預かり・一時保育 18.31日 

その他 19.82日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用できなかった日数（年間平均） 6.49日 

 

 

【自由意見（抜粋）】 

⚫ 一時預かりや一時保育の予約がいっぱいで、利用したいときにできない。 

⚫ 第２子妊娠中に一時預かりが利用できなかった。 

⚫ 申込み者が殺到していると聞き、気軽に申込みにくい。 

⚫ 一時預かりをもっと増やしてほしい。 

⚫ 育児中、１時間でも子どもを預け気軽に休める場所ができるとよい。 

 

8.6

1.2

84.3

6.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

一時預かり・一時保育

※その他

利用していない

不明・無回答

就学前 N=2762

41.6 53.8 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前 N=238

利用できなかったことがある 利用できなかったことはない 不明・無回答

図 19．私用、親の通院、就労等の目的で不定期に利用している事業 

図 20．不定期に「一時的預かり・一時保育」を利用している人のうち、希望した日の利用の有無 
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放課後の過ごし方 

低学年児童の保護者が子どもについて放課後の時間を過ごさせたい場所として、「習い事」や

「公園・グラウンド」での希望は、実際に過ごす割合より高くなっており、「習い事」の希望は

約６～７割、「公園・グラウンド」の希望は約４割となっています（図 21）。 

また、放課後児童クラブの利用希望は、低学年時は 25.7％、高学年時は 17％となっており、長

期の休暇期間中の利用希望も高くなっています（図 22）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自由意見（抜粋）】 

⚫ 夏休みの居場所が心配（一人にすることを悩む）、７時30分から開設してほしい。 

⚫ 学童保育の定員を拡大してほしい。 

⚫ 公設、民設の学童保育の利用料や保育の質の違いに不安を感じる。 

⚫ 放課後の部活動があるとよい。 

⚫ 以前住んでいたところは、小学校区ごとに学童保育と併設した児童館があって利用しやすかった。 

⚫ 公園の遊具、トイレが古い。 

59.7

56.6

37.7

25.7

20.9

17.3

4.0

3.2

1.0

70.9

58.6

44.0

17.0

9.5

18.3

4.7

3.9

1.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

自宅

公園やグラウンド

放課後児童クラブ（子どもの家、民間学童保育）

放課後なかよし教室

祖父母宅や友人・知人宅

図書館や公民館（図書コーナーやホールなど）

児童館（かすがいげんきっ子センター、交通児童

遊園、児童センター、グルッポふじとう）

その他

【低学年（１～3年生）のとき】

低学年 N=1014

【高学年（４～６年生）のとき】

低学年 N=898

54.4

55.6

32.2

43.0

13.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前 N=419

低学年 N=1086

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答

図 21．今後、放課後（平日の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたいか 

図 22．長期休暇期間中の放課後児童クラブの利用希望 
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（２）子育てについての考え方や感じていること 

春日井市は子育てしやすいまちだと思うか 

春日井市を子育てしやすいまちだと肯定的に評価している人は、就学前、低学年ともに約６割

（就学前 63.3％、低学年 61.7％）となっており（図 23）、子育てに両親ともに関わっていたり、

子育てが地域の人々や地域社会に支えられていると思うと回答した人は、子育てが「楽しいと感

じるときのほうが多い」結果となっています（図 24）。 

 

 

  

 

 

 

 

【自由意見（抜粋）】 

⚫ 個人的な相談も必要だが、「子どもの育ち」や「遊びの大切さ」、「自分自身の心の持ち方」

などをテーマにした公開講座など、一般的な話として専門家の話を聞く機会がもっとあるとよ

い。 

⚫ 転入時にどんな支援や施設があるのか案内してほしい。 

⚫ 支援センターや保育園などの設備が古く、新鮮さがない。 

⚫ 広くてアスレチックのような遊具のある屋内施設があるとよい。 

17.0

14.5

46.3

47.2

20.9

22.4

9.0

9.7

6.0

5.5

0.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前 N=2762

低学年 N=1086

そう思う どちらかというとそう思う どちらともいえない

どちらかというとそう思わない そう思わない 不明・無回答

回答者数 楽しいと感
じるときの
ほうが多い

楽しいと感
じるときと
つらいと感
じるときが
同じくらい

つらいと感
じるときの
ほうが多い

その他 わからな
い・不明・
無回答

全体 1086 52.3% 38.7% 4.1% 0.9% 4.0%

父母ともに 449 58.4% 34.5% 2.4% 0.9% 3.8%

主に母親 613 47.0% 42.3% 5.2% 1.0% 4.5%

主に父親 2 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

主に祖父母 9 55.6% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0%

その他 5 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%

そう思う 181 70.6% 28.2% 0.0% 0.6% 0.6%

どちらかというとそう思う 463 57.4% 36.3% 3.0% 1.1% 2.2%

どちらかというとそう思わない 178 40.4% 50.6% 6.2% 0.0% 2.8%

そう思わない 131 31.3% 51.2% 8.4% 1.5% 7.6%
わからない 126 47.7% 33.3% 7.1% 1.6% 10.3%

お子さんの子育
てを主に行って
いる方

子育てが、地域
の人々や地域
社会に支えら
れていると思う
か

図 23．春日井市は子育てしやすいまちだと思うか 

図 24．子育てについてどのように感じているか 
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子育てする上で不安に感じること 

就学前は、約８割の人が「子育てにお金がかかる」、「子育てによる身体の疲れを感じる」と感

じており、「子どもが思うようにならないとき、イライラする」などが続いています（図 25）。 

また、低学年では、８割以上の人が「子育てにお金がかかる」、「子どもが思うようにならな

いとき、イライラする」と感じており、７割が「子育てによる身体の疲れを感じる」と感じてい

ます（図 26）。 

 

 

 

 

 

14.8

8.6

33.5

6.9

27.6

6.9

3.9

2.6

5.9

8.3

27.2

23.0

47.1

43.3

24.9

45.5

36.5

49.7

15.6

17.2

9.1

19.7

23.8

40.7

36.0

36.4

58.1

33.5

79.0

43.4

77.3

22.5

21.1

11.7

25.6

32.1

67.9

59.0

83.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

①子育ては親の責任といわれ、不安や負担を感じる

②子育てに追われ、社会から孤立しているように感じる

③子育てによる身体の疲れを感じる

④子どもとの接し方やしつけの方法がわからない

⑤子どもが思うようにならないとき、イライラする

⑥同じ年齢の子どもと比較すると発育、発達の遅れが

心配だ

⑦子育てに対する配偶者や家族の協力が得られない

⑧子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる

相手が身近にいない

⑨子どもの遊び相手がいない

⑩子どもを通じたほかの家族とのつきあいが難しい

⑪自分の時間が取れず、自由がない

⑫仕事と子育ての両立が難しい

⑬子育てにお金がかかる

よく感じる やや感じる

就学前 N=2762

図 25．子育てする上で不安に感じること 【就学前】 
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【自由意見（抜粋）】 

⚫ 子育て支援で家事のサポートがあるとうれしい。 

⚫ 話をするだけで心が軽くなる。 

⚫ 双子育児は大変。多胎児の家庭をフォローしたり、支援してくれる事業や場所、人材が充実す

るとよい。 

⚫ 総合保健医療センターや保健センターで、子育ての常時相談窓口を開設してほしい。 

17.0

4.3

26.6

7.2

30.1

5.6

5.0

6.4

3.8

4.3

10.1

19.5

18.3

48.7

45.9

19.8

43.4

38.2

51.8

14.1

16.3

20.1

10.1

18.3

27.6

36.5

34.9

37.2

62.9

24.1

70.0

45.4

81.9

19.7

21.3

26.5

13.9

22.6

37.7

56.0

53.2

85.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

①子育ては親の責任といわれ、不安や負担を感じる

②子育てに追われ、社会から孤立しているように感じる

③子育てによる身体の疲れを感じる

④子どもとの接し方やしつけの方法がわからない

⑤子どもが思うようにならないとき、イライラする

⑥同じ年齢の子どもと比較すると発育、発達の遅れが

心配だ

⑦同じ年齢の子どもと比較すると学習の遅れが心配だ

⑧子育てに対する配偶者や家族の協力が得られない

⑨子育てに関する不安や悩みを気軽に相談できる相

手が身近にいない

⑩子どもの遊び相手がいない

⑪子どもを通じたほかの家族とのつきあいが難しい

⑫自分の時間が取れず、自由がない

⑬仕事と子育ての両立が難しい

⑭子育てにお金がかかる

よく感じる やや感じる

低学年 N=1086

図 26．子育てする上で不安に感じること 【低学年】 
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３ 現状から見えてくる課題 

(1) 子育ての負担感や不安を和らげるとともに、子育てに前向きになれる

ような環境が必要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

[ 現状分析 ] 

✓ 市の子育て家庭の核家族化は徐々に進展 

✓ 妊娠期から支援の必要な妊婦（特定妊婦）の割合は、約１割（出典：母子保健報告） 

✓ 子育てに不安や負担を感じている保護者は約６割 

✓ 子育てによる疲れを「よく感じる」人は就学前児童の保護者の割合は 33.5％、低学

年の保護者は 26.6％ 

✓ 子どもが思うようにならないときにイライラを感じている人は、就学前児童・低学年

児童の保護者とも約８割 

✓ ３割以上の保護者は近くに祖父母が住んでおらず、子どもをみてもらえる親族・知人

がいずれもいない人の割合が増加 

✓ 子育てへ両親ともに関わっていたり、親族・知人の関わり方が深かったりする場合な

どは、子育てが「楽しいと感じるときのほうが多い」 

 

[ 課題 ] 

妊娠や子育ての負担感や不安を和らげるとともに、保護者自身が自己肯定感を持ち

ながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援する取組みが必要 

 気軽に相談できる体制とそれぞれの環境に応じたきめ細やかな支援の充実 

 リフレッシュできる環境の拡充 

 保護者自身の子育てに関する学びの場の提供 

 地域での子育て支援の充実 
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(2) 保育需要への対応とそれに伴う質の確保が必要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ 現状分析 ] 

✓ 母親の平均就労時間は、長くなっている。 

✓ 育児休業取得後、職場への復帰のタイミングは、「希望する保育園に入るため」が多

い。 

✓ 保育園の需要のうち、１・２歳児は年々増加 

✓ 過去５年間で、20園の保育施設を新設 

✓ 春日井市公共施設等マネジメント計画により建て替えが必要な園が６園 

[ 課題 ] 保育の量的拡充と質の確保が必要 

 保育園の老朽化への対応 

 保育時間の検討（延長保育、土曜日保育） 

 保育の質の確保 
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(3) 放課後児童の多様な居場所の確保が必要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ 現状分析 ] 

✓ 保護者が放課後に過ごさせたい場所は、就学前児童の保護者の希望が高い順から「習

い事」「自宅」「放課後児童クラブ」「放課後なかよし教室」「公園やグラウン

ド」。低学年児童の保護者では、「習い事」「自宅」「公園やグラウンド」「放課後

児童クラブ」「放課後なかよし教室」 

✓ 低学年児童の保護者が夏休み期間に希望する放課後児童クラブの開始時間帯は、６時

台の希望が全体の 0.2％、７時台が 11.5％、8時台が 77.5％ 

✓ 低学年児童の保護者が平日に放課後児童クラブの利用を希望する割合は 25.7％、夏

休みに利用を希望する割合は 55.6％ 

✓ 公設と民間児童クラブの利用料金の差は、月額で 450～10,500円（平成 31年４月１

日現在）※比較的料金が高額な２クラブを除く 

[ 課題 ]  放課後児童の居場所の充実 

 増加する放課後の需要への対応 

 夏休みの受け入れ体制の検討 

 民間児童クラブ利用環境の向上 

 多様な居場所の提供 
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(4) 不登校児童生徒に対する学力維持や居場所の提供等の取組みが必要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 現状分析 ] 

✓ 全国的に不登校・引きこもりが増加しており、春日井市においても年間 30日以上の

不登校児童生徒が増加（平成 28年度 430人 ⇒ 平成 30年度 545人） 

✓ 平成 30年度の不登校のうち中学生は 377人（約７割） 

✓ 不登校児童の家庭等には、スクールソーシャルワーカーも支援しており、平成 30年

度の延べ支援件数は 125件（春日井市いじめ・不登校対策事業報告書） 

✓ 現在ひきこもりとなっている人の約５割は、成人になる以前からひきこもりの状態と

なっている。（平成 29年度 愛知県ひきこもりに関するアンケート） 

[ 課題 ] 不登校やひきこもり児童生徒への切れ目のない支援が必要 

 魅力的な学校づくり 

 学校への復帰支援 

 復帰できない子どもへの支援 

 情報共有をはじめとする学校と支援団体等との連携 

 不登校児童生徒の学力維持 
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第３章 基本理念と施策の体系 

１ 基本理念 

子ども・子育て支援においては、子どもにとっての最善の利益が尊重され、すべての子どもの

健やかな成長につながることが大切です。 

子ども・子育てを取り巻く環境は、少子高齢化のさらなる進行や世帯の細分化、女性の就業率

の上昇など、大きく変化しており、子ども・子育て支援には、より包括的で多様な対応が求めら

れています。 

本市が平成 27（2015）年３月に策定した第１期の「新かすがいっ子未来プラン」では、子ど

も・子育て支援法の基本理念にある“子育てについての第一義的責任は、父母その他の保護者が

有するという基本的な認識”を前提としつつも、地域住民や関係機関・団体、民間事業者、そし

て行政が一体となって、子育てや子どもの育ちを支えていくことが大切であり、子育てが家族や

地域をつなぐ「鎹（かすがい）」となることを目指し、『子はかすがい、子育てはかすがい』を

計画の基本理念としました。 

また、本市は平成 28（2016）年３月に「子はかすがい、子育ては春日井」宣言を行い、この宣

言に基づき、子育て施策の一層の充実を図り、子育て世代を始めとする全ての世代の暮らしやす

さの向上を図っています。 

第２期においても、この基本理念を踏襲し、すべての子どもがいきいきと育ち、すべての子育

て家庭がいきいきと過ごせるまちを今後も引き続き目指していきます。 

 

 

 

 

 

計画の基本理念 

子はかすがい、子育てはかすがい 

～子どもは地域の宝、子どもも親もいきいきと暮らすまち～ 
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なお、取組みにあたっては、子どもの保護者はもとより、幼児期の教育・保育、子育て支援に

関わる全ての人々及び地域住民等の参画が必要不可欠です。 

 

 

  

家 庭（個人） 

事 業 者 

地 域（社会） 

行 政 

⚫ 妊娠、出産について正しい知識を身につけ、心と身体の準備をする 

⚫ 定期的に健診を受診するなど、子どもと自ら（妊婦、保護者）の健康管理に努める 

⚫ 頼れる人や相談場所を見つけておく 

⚫ 困りごとは一人で抱えずに相談する 

⚫ 子どもと遊ぶ、行動する、会話する 

⚫ 体罰による子育てを行わない 

⚫ 子どもを有害情報から守る 

（スマートフォンのフィルタリングなど） 

⚫ 子どもと防犯、防災について会話する 

⚫ いざという時の避難方法などを、 

家族で確認しておく  など 

 

⚫ 安心して妊娠、出産、子育てが 

できる職場の雰囲気をつくる 

⚫ 出産や子育てに配慮した 

制度づくりに努める 

⚫ 産休や育児休業から 

復帰しやすい環境づくりに努める 

⚫ 子どもたちに仕事や社会活動を 

体験できる場を提供する 

⚫ 地域の子育て支援活動などを 

積極的に支援する 

⚫ ベビーカーや車いすに配慮した 

店舗（事業所）にする  など 

⚫ 日頃からあいさつや声掛けをするなど、 

あたたかな雰囲気づくりを心掛ける 

⚫ 気軽に相談に応じる 

⚫ 育児の方法や考え方を押し付けない 

⚫ 公共交通機関で妊婦やベビーカーを見かけた

ら、席を譲るなどあたたかな心遣いに努める 

⚫ 子どもたちの活動（通学、外遊びなど）を 

見守る 

⚫ 子どもや子育て家庭の異変に気づい

たら市役所や児童相談センターへ連

絡する 

⚫ 通学路などで危ないと感じる場所があったら、

市役所に伝える 

⚫ 地域の伝統行事や良いところなどを子どもたち

に伝える 

⚫ 子どもたちも一緒に防災訓練を行う  など 

⚫ 妊娠・出産から子育てまで、切れ目のない支援体制を整備する 

⚫ 就学前児童の教育や保育を充実する 

⚫ 特に配慮が必要な家庭や子どもを支援する 

⚫ 子どものこころと体の成長のために支援する 

⚫ 子どもの安全や安心を確保する 
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２ 基本目標と基本的視点 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

子
育
て
支
援
が
充
実
し
た
ま
ち
か
す
が
い 

 
す
べ
て
の
子
ど
も
の 

健
や
か
な
育
ち
を
目
指
す
ま
ち
か
す
が
い 

【基本目標】 【基本理念】 

１ 

２ 

【基本的視点】 

１ 妊娠・出産から子育てまでの切れ
目のない支援 

２ 就学前児童の教育・保育の充実 

 

３ 特に配慮が必要な家庭への支援 

 

１ こころと体の成長のための支援 

２ 子どもの安全・安心の確保 

 

３ 特に配慮が必要な子どもへの支援 

【重点取組み】 

① 
妊娠から 

子育てにわたる 
切れ目のない
支援体制の 
充実 

 
② 

保育環境の
充実 

 
③ 

放課後児童の
居場所の 
充実 

④ 
不登校や 

ひきこもり児童
生徒への 

切れ目のない
支援 

～
子
ど
も
は
地
域
の
宝
、
子
ど
も
も
親
も
い
き
い
き
と
暮
ら
す
ま
ち
～ 

子
は
か
す
が
い
、
子
育
て
は
か
す
が
い 
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３ 重点取組み 

現状から見えてくる課題については積極的に取り組む必要があることから、本計画では、次の

４点を重点取組みとして設定します。 

 

重点① 妊娠から子育てにわたる切れ目のない支援体制の充実 

子育て家庭の核家族化の進展や、女性の就業率の上昇による共働き家庭の増加により、子育て

の負担感は増加しており、これまでにも増して、当事者に寄り添った支援が求められています。 

本市では、平成 27（2015）年に国が「子育て世代包括支援センター」の役割を位置づける以前

から「青少年子ども部」を設置し（平成 21 年（2009）年度から）、母子保健（妊娠期から出産）

と子育て支援が一体となった切れ目のない支援に取り組んできました。 

しかしながら、平成 30 年度に実施した「子ども・子育てに関するアンケート調査によると、

「子育てに関して気軽に相談できる先」として「子育て世代包括支援センター（子ども政策課）」

をあげたのは、未就園児世帯においてわずか 1.5％にとどまっています。そのため、妊娠期から子

育て期にわたる総合的な相談体制を見直すとともに、子どもや家庭への支援について一体性や連

続性を確保し、他機関との円滑な連携・協働を推進します。 

また、子育てにおいて心身共に負担を抱えやすい保護者がリフレッシュできる環境を整えると

ともに、保護者自身が子育てに関して学ぶことができる環境を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点② 保育環境の充実 

老朽化する公立保育園の再整備を計画・実施するとともに、幼児期の教育・保育の重要性を認

識し、各施設の特長を活かした教育・保育を推進します。また、小規模保育事業所等の巡回指導

及び施設における事故等の安全情報の共有を図ります。 

 

 

  

■■ 主な取組み ■■ 

➢ 子育て世代包括支援センター事業の充実 

➢ 子ども家庭総合支援拠点の設置を検討 

➢ 一時預かり事業の拡充 

➢ 親の学びを支援 

■■ 主な取組み ■■ 

➢ 老朽化する公立保育園の再整備の計画、実施 

➢ 延長保育の拡充検討 
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重点③ 放課後児童の居場所の充実 

 

女性の就業率の上昇に伴う共働き家庭の増加などにより、放課後の子どもたちの居場所に対す

る需要は年々高まっています。本市では、高まる需要に対し、放課後児童クラブ（子どもの家）

をはじめ、放課後子供教室（放課後なかよし教室）を学校のある日はほぼ毎日開設するなど、子

どもたちの安全で安心な居場所を確保してきました。 

さらに、１年を通して一番需要が高まる夏休みには、定員に空きのある子どもの家を活用した

期間限定の利用を実施するとともに、令和元年度からは「サマー･スクールかすがい」を市内５か

所で開設するなど、子どもたちの安全で安心な居場所の提供に努めてきました。 

また、待機児童が発生する地区には民間児童クラブの参入を促進し、最大限活用されるよう、

その運営を支援してきました。さらには、民間児童クラブと公設のクラブとの利用料金の差を小

さくする取り組みも実施し、民間児童クラブ利用者の負担軽減を図ってきました。 

平成 30 年度に実施した子ども・子育てに関するアンケートでは、「子どもが自ら遊びに行ける

児童館が欲しい」「雨の日でも遊べる（身体が動かせられる）施設が欲しい」など放課後の子ど

もたちの居場所に対する多様な意見も寄せられています。 

今後も、地区ごとの動向を注視しながら、放課後に子どもたちが充実した時間を過ごせるよう、

教育委員会や民間事業者と連携して放課後の子どもの居場所の充実を図るとともに、児童館、図

書館に加えて他の公共施設を放課後や休日の安全で安心な居場所として提供していくことを検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■■ 主な取組み ■■ 

➢ 子どもの家、放課後なかよし教室、サマー・スクールかすがいの連携 

➢ 放課後児童クラブの運営内容の充実、定員の拡充 

➢ 民間児童クラブ利用者への支援 

➢ 児童館等の居場所の整備 
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重点④ 不登校やひきこもり児童生徒への切れ目のない支援 

 

本市では、不登校児童生徒への対応として、「春日井市いじめ・不登校対策協議会」において

不登校に関する諸問題を協議し、「いじめ・不登校相談室」では児童生徒・保護者からの相談に

応じるなど、発生防止、早期解決に努めてきました。また、適応指導教室「あすなろ教室」によ

り、学校復帰を支援してきました。平成 23（2011）年４月には、子ども・若者総合支援地域協議

会を設置し、「子ども・若者支援部会」において、不登校やひきこもり児童生徒を支援している

関係者が情報共有し、連携を強化する取組みを開始しました。 

しかしながら、全国的に不登校児童生徒が増加する中、本市においても 30 日以上の不登校児童

生徒は増加しており、不登校児童生徒の学力維持や居場所の充実が求められています。また、中

学校卒業後のひきこもりの実態把握が困難であることから、市教育委員会だけでなく、地域やそ

の他関係機関が連携するとともに、不登校やひきこもりの要因や年齢に応じた組織横断的な切れ

目のない支援の仕組みを検討していきます。 

 

 
■■ 主な取組み ■■ 

➢ 不登校・ひきこもり支援のネットワークづくり 

➢ 民間団体と連携した学習機会の提供を検討 
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４ 施策の体系 

 

基本理念 「子はかすがい、子育てはかすがい」 

基本目標 １．子育て支援が充実したまち かすがい 

基本的視点 
1-1 

妊娠・出産から子育てまでの切れ目のない支援 

1-2 

就学前児童の教

育・保育の充実 

1-3 

特に配慮が必要

な家庭への支援 

施 策 

妊
娠
・
出
産
期 

   

乳
幼
児
期 

   

小
学
生
～ 

   

 

①
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
の
不
安
の
軽
減 

②
母
子
の
健
康
の
確
保 

④
市
民
や
地
域
に
よ
る
子
育
て
支
援
の
推
進 

③
育
児
力
の
向
上
支
援 

⑤
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進 

⑥
就
学
前
児
童
の 

教
育
・
保
育
の
提
供 

⑦
多
様
な
保
育
事
業
の
提
供 

⑧
児
童
虐
待
の
防
止
と
社
会
的
養
護 

⑨
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
、
子
ど
も
の
貧
困
の
連
鎖
の
防
止 
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～子どもは地域の宝、子どもも親もいきいきと暮らすまち～ 

 
２．すべての子どもの健やかな育ちを目指すまち かすがい 

 2-1 

こころと体の成長のための支援 

2-2 

子どもの安全・安心の

確保 

2-3 

特に配慮が必要な 

子どもへの支援 

    

    

    

⑩
学
び
・
体
験
す
る
機
会
の
提
供 

 

⑪
学
習
環
境
・
生
活
環
境
の
向
上 

⑫
放
課
後
児
童
の
居
場
所
の
確
保 

⑮
青
少
年
団
体
へ
の
支
援 

⑭
い
じ
め
・
不
登
校
へ
の
対
応 

⑬
非
行
防
止
活
動
の
推
進 

⑯
防
犯
・
交
通
安
全
の
取
組
み 

⑲
外
国
人
の
子
ど
も
へ
の
支
援 

⑱
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援 

⑰
防
災
・
防
火
の
取
組
み 
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５ 各施策の推進 

１.子育て支援が充実したまち かすがい 

基本的視点 施  策 

１－１ 妊娠・出産から子育てまでの切れ

目のない支援 

１ 妊娠・出産・子育ての不安の軽減 

２ 母子の健康の確保 

３ 育児力の向上支援 

４ 市民や地域による子育て支援の推進 

５ ワーク・ライフ・バランスの推進 

１－２ 就学前児童の教育・保育の充実 
６ 就学前児童の教育・保育の提供 

７ 多様な保育事業の提供 

１－３ 特に配慮が必要な家庭への支援 

８ 児童虐待の防止と社会的養護 

９ ひとり親家庭の自立支援、子どもの貧困の連鎖

の防止 

 

 

 

１-１ 妊娠・出産から子育てまでの切れ目のない支援 

１ 妊娠・出産・子育ての不安の軽減 

（１）現状と課題 

  妊娠、出産、子育ての不安や負担の軽減を図るため、産前産後をケアする事業や子育

て支援情報の提供の充実を図っており、妊娠・出産について満足している人の割合は増

加し、子育ての悩みや不安がある人の割合は減少しています。 

  一方、妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談支援を実施する「子育て世代包括支

援センター（子ども政策課）」については、気軽な相談先として利用している人はわず

かとなっています。 

育児、しつけに関する情報の入手先として、雑誌、育児書のほか新聞、テレビなど多

様化しており、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用する人の割

合は２割を超えています。そのため、行政として信頼度の高い情報をさまざまなツール

を活用して効果的に発信していく必要があります。 
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（２）基本的方向 

妊娠から出産、育児へとつながる切れ目のない支援を継続するとともに、重点的な支

援が必要となる妊婦や保護者に対しては、保健師や保育士を始めとする専門職がきめ細

かく支援します。 

子育てについて気軽に相談できる「子育て世代包括支援センター」について、相談体

制の充実や周知を図ります。 

子どもの年齢が上がるにつれ、子育てに関する不安や悩みも変化することから、効果

的な情報提供を図るとともに、子育て家庭が交流できる場を提供します。 

 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

出産前後のこころと体

の休息の確保 

⚫ こころと体の負担感が高まる出産前後への支援として、デ

イサービスや産後ケア入院（ショートステイ）などの「妊

産婦ケア」事業を推進します。 

特定妊婦への支援 

⚫ 出産前から支援の必要性が高いと思われる場合に、子育て

に関する相談や子育て支援の情報提供のため保健師が訪問

するなどの支援を行います。 

妊娠・出産に係る経済

的負担の軽減 
⚫ 不妊治療や出産にかかる費用を助成します。 

《重点》 

妊娠期から子育て期ま

での包括的な支援 

⚫ 妊娠・出産・子育てに関するさまざまな相談に応じ、健や

かに安心して妊娠期から子育て期までを過ごせるよう切れ

目のない支援を行います。 

⚫ 訪問・相談体制の充実を図ります。 

乳幼児家庭への訪問 

⚫ 子育て経験者などが乳幼児家庭を訪問し、子育て支援の情

報を提供します。また、希望する家庭へは助産師等が訪問

し相談を受けます。 

親子が集うひろば等の

提供 

⚫ 子育ての不安や孤立感が軽減するよう、子育て中の親子が

身近な場所で気軽に集まり、交流できる場を提供します。 

⚫ 幼稚園が実施する親子で集うひろば等の運営を支援しま

す。 

《拡充》 

子ども・子育て情報の

提供 

⚫ 子育てに配慮した設備がある店舗や子育て支援施設などの

情報を、広報春日井のほか、子育て応援ガイドブック、イ

ンターネットなどで提供します。 
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２ 母子の健康の確保 

（１）現状と課題 

産婦の心身の健康を確保するため、産婦健康診査を開始しました。 

乳幼児健康診査については受診率が 98％を超え、未受診児においても保健師等がフ

ォローしており、未確認児童ゼロを達成（継続）しています。 

歯の健康については、むし歯のない子どもの割合は、３歳児、中学１年生ともに増加

傾向にあり、県内平均を上回っています。 

子どもの肥満については、肥満傾向にある子どもの割合は、３歳児では減少傾向にあ

り、県内平均を下回っています。しかし、学齢期においては、女子児童において割合が

上昇しており、男子児童は、県内平均を上回っています。 

（２）基本的方向 

健診を通じて母子の健康状態を把握し、疾病の早期発見、早期支援につなげるととも

に、適切な自己管理が行えるよう教室を通じた情報提供を行います。 

また、「自分の健康は自分でつくる」という意識を持ち、主体的に健康づくりに取り

組めるよう、自らの健康に関心を持ち、正しい知識を身につけ、健康の維持向上に取り

組めるよう支援します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

自己管理の推進 

⚫ 保健師による母子健康手帳の交付を行うとともに、妊娠期

の健康管理や育児について情報を提供します。 

⚫ 助産師によるマッサージや、母乳育児の相談・授乳指導を

行います。 

⚫ 妊婦の外出時に周りの人たちの気遣いを促すため、マタニ

ティマークの普及、啓発に努めます。 

妊産婦健診の実施 

⚫ 14 回の妊婦健康診査受診券と産婦健康診査受診券を交付

し、妊娠中の健康管理や安全な出産のため、健康診査の受

診を推奨します。 

子どもの健康の保持・

増進 

⚫ 乳幼児健診を実施し、必要に応じて発育・発達の相談や家

庭訪問を行うほか、事故防止や病気・ケガによる救急対応

などについて啓発します。 

予防接種の実施 

⚫ 感染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防するため、

予防接種法に定める予防接種を実施するとともに、予防接

種に関する情報提供や接種勧奨に努めます。 

歯の健康の保持・増進 

⚫ 歯の大切さやむし歯予防、定期的な歯科健診の必要性につ

いて周知するとともに、フッ化物によるむし歯予防を推進

します。 

食育の推進 
⚫ 食を通じて生涯にわたり健全な心身と豊かな心を培うた

め、食の大切さや楽しさについて啓発します。 
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アレルギーがある子ども

への支援 

⚫ アレルギー疾患に対する正しい知識の普及啓発を行うとと

もに、アレルギー児への対応について学ぶ機会を提供しま

す。 

⚫ 学校給食では卵アレルギーに対応した鶏卵やうずら卵を使

用しない給食を提供します。 

性や健康に関する教育

の推進 

⚫ たばこやアルコール、薬物乱用、性に関することなど思春

期の様々な問題等に対応するため、子どもを取り巻く関係

者の連携の下に、学校や家庭において、命の大切さを伝

え、自他の命を共に尊重する力を確実に身につけるための

教育を推進します。 

医療費等の負担軽減 
⚫ 子育て家庭の負担を軽減するため、国の医療費助成制度に

加え、中学 3年生まで子どもの医療費を助成します。 

 

３ 育児力の向上支援 

（１）現状と課題 

子育て講座や教室の開催に加え、集団乳幼児健康診査において保育士が育児に関する

相談に応じたりミニ講座を開催したりする取り組みを開始しました。 

子育てをする上で感じる不安の中で、「子どもとの接し方やしつけの方法がわからな

い」と感じている保護者の割合は４割を超えています。 

育児、しつけに関する情報の入手先は、これまでの雑誌、育児書、新聞、テレビのほ

かにＳＮＳも増加しており多様化しています。 

６割以上の保護者は祖父母が近くに住んでおり、気軽に相談できる相手に祖父母等の

親族を挙げた人の割合は７割以上となっており、保護者にとって身近な子育ての支援者

となっています。 

（２）基本的方向 

保護者や子育ての身近な支援者となる祖父母の育児スキルの向上を支援するため、遊

び方、叱り方などの子どもとのコミュニケーションを学ぶ機会を提供します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

《拡充》 

子育て教室・講座の開

催 

⚫ 子の発達について学んだり、子育てに関する知識の向上を

図るため、妊婦や保護者を対象とした講座や教室を開催し

ます。 

⚫ 親子が様々な遊びを体験し、交流を深める機会を提供しま

す。 

祖父母のための子育て

講座の開催 

⚫ 祖父母世代を対象に、子育てに関する知識・技術を改めて

学ぶ機会を提供します。 

保育体験事業の実施 

⚫ 保育園児の保護者を対象に保育園での保育士体験を実施

し、子育てに関する知識・技術を学ぶとともに子どもに対

する理解を深める機会を提供します。 
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４ 市民や地域による子育て支援の推進 

（１）現状と課題 

自分自身の子育てが地域の人々や地域社会に支えられていると感じている人の割合は

減少傾向です。その中で、自分自身の子育てが地域の人々や地域社会に支えられている

と感じている人については、「子育てについて楽しいと感じるときの方が多い」と感じ

る人の割合が高くなっています。 

（２）基本的方向 

市民による相互援助活動や地域による子育て支援を推進します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

相互援助活動の推進 

⚫ 援助を行うことを希望する市民と援助を受けたい市民をコ

ーディネートするファミリー・サポート・センター事業を

推進します。また、援助会員の確保に向けた取組みを推進

します。 

《拡充》 

子育て支援団体への支

援 

⚫ 地域で子育てのための講座の開催や定期的に「子育てひろ

ば」の開設をしている子育て支援団体等を支援します。 

 

 

５ ワーク・ライフ・バランスの推進 

（１）現状と課題 

平成 28 年度の男女共同参画に関する市民意識調査によると、子育て世代が多い 20～

40代の半数近くが、ワーク・ライフ・バランスがうまくとれていると感じています。 

平成 30 年度の子ども・子育てに関するアンケート調査によると、共働き家庭が増加

するなか、子育てを「父母ともに」行っている家庭の割合は減少傾向です。一方、子育

てを「父母ともに」行っている家庭は、子育てを「楽しいと感じるときのほうが多い」

と回答した割合が比較的高くなっており、父親の子育てへの参加は、子育てへの前向き

な気持ちに影響していると思われます。 

保護者の多くが、子育てと仕事の両立について、「配偶者が家事や育児を分担し、協

力すること」「子育てしている者（配偶者を含む）に配慮した勤務時間制度などがあり、

それが実際に活用できる職場環境」が必要と考えています。 

子育て世代が、子育てと仕事の両立などでバランスのとれたライフスタイルを築くた

めの取組みをより一層推進していくことが求められています。 
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（２）基本的方向 

子育てへの父親の積極的な参加を促していきます。また、市内事業者等と連携しなが

ら、ワーク・ライフ・バランスの必要性を積極的にＰＲしていきます。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

父親の子育て参加促進 
⚫ 男性による育児や家事を促進するため、休日に父親向けの

教室、講座等を開催します。 

企業における両立支援

の促進 

⚫ ファミリー・フレンドリー企業やくるみんマーク取得企業

など、子育てと仕事の両立を支援する企業の取組みを促進

します。 

育児休業給付金制度

等の周知 

⚫ 育児休業の取得期間中に支給される育児休業給付金制度

や、育児休業等の取得期間中に健康保険及び厚生年金保険

の保険料が免除となる制度を周知します。 

 

１－２ 就学前児童の教育・保育の充実 

６ 就学前児童の教育・保育の提供 

（１）現状と課題 

各年４月１日時点における待機児童数は、平成 23 年以降０人を継続している一方で、

年度途中においては待機児童が発生しており、共働きの増加や核家族化の進展に伴い保

育需要が増加していることから、定員確保に向けた取組みが求められています。 

また、定員確保とともに保育の質の確保も重要であることから、引き続き幼稚園教諭

や保育士の資質の向上を図るための取組みが必要となっています。 

（２）基本的方向 

待機児童の解消に向けて、施設の整備や保育士の確保・定着への支援などに引き続き

取組みます。また、保育士の資質向上や各施設の監査、指導等により保育の質の確保に

取り組みます。 

幼児期の教育・保育の重要性を再認識し、各施設の特長を活かした教育・保育を推進

します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

《重点》 

教育・保育施設、小規

模保育事業所の確保 

⚫ 需要量が定員を上回る区域については、保育園、認定こど

も園、小規模保育事業所を整備します。 



37 

保育士の確保 
⚫ 潜在保育士の掘り起こしのための講座・研修等を実施し、

保育士の確保を図ります。 

《重点》 

教育・保育の質の確保 

⚫ 幼稚園教諭や保育士を対象とした研修等により資質の向上

に努めます。 

⚫ 公立保育園において自己評価を行うとともに、その結果を

公表します。 

 

７ 多様な保育事業の提供 

（１）現状と課題 

一時預かりについては、ニーズ調査結果によると、希望した日に利用できなかったこ

とが「ある」という人が約 40％（41.6％）となっています。一時預かりに限らず、延

長保育、休日保育、病後児保育など、多様な保育事業については、利用者がより利用し

やすい環境の整備が求められています。 

（２）基本的方向 

利用者の希望に沿った利用ができるよう、事業を拡充するとともに、より利用しやす

い利用方法についても検討します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

定期的な保育の推進 

⚫ 通常保育のほか、最長 12 時間の延長保育、祝休日にも必要

な保育を行う休日保育など多様化する就労形態等に応じた

保育を実施します。 

《重点》 

一時的な保育の推進 

⚫ 就園・就学児の病気の回復期に保育を行う病後児保育や、

普段保育園等を利用していない児童を対象に、家庭の事情

などにより希望の日時に保育を行う一時預かりなど状況に

応じて利用できる保育・子育て支援事業を充実します。 
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１-３ 特に配慮が必要な家庭への支援 

８ 児童虐待の防止と社会的養護 

（１）現状と課題 

新規虐待件数は減少傾向にありますが、虐待等通告対応件数は増加しており、迅速な

対応、防止のための取組みの充実が求められています。 

（２）基本的方向 

児童虐待を未然に防止する取組みや児童虐待の早期発見、早期対応に取り組むほか、

関係機関が密接に連携し、該当児童及び保護者への支援を切れ目なく実施していきます。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

早期発見、児童虐待防

止の取組み 

⚫ 訪問事業や健診・各種相談事業により保護者の不安の解消

を図り、児童虐待の防止に努めます。 

⚫ 保護者が精神的に不安定な場合や孤立感を感じている場合

には、ヘルパーの派遣や保護者同士で情報交換や話し合い

ができる場の提供をします。 

⚫ 虐待に迅速に対応できるよう、24 時間体制での虐待通告を

受け付けます。 

《重点》 

関係機関と連携した子

ども家庭支援 

⚫ 愛知県春日井児童相談センター、学校関係者、警察をはじ

めとする関係者で構成する子ども・若者総合支援地域協議

会（要保護児童対策部会）において、個別案件に対する対

応や虐待防止の取組みなどについて協議し、関係機関が連

携して対応します。 

⚫ 特定妊婦や特に支援が必要な子育て家庭に対して、関係機

関が連携して支援するための体制について検討します。 

児童虐待防止の啓発 
⚫ 市内の公共施設におけるパネル展示やオレンジリボン運動

の推進などにより児童虐待の防止を啓発します。 

 

 

９ ひとり親家庭の自立支援、子どもの貧困の連鎖の防止 

（１）現状と課題 

貧困家庭における子どもへの貧困の連鎖が社会問題となっており、自立支援や子ども

の学習支援について、関係機関と連携して積極的に取り組んでいく必要があります。 
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（２）基本的方向 

家庭環境が、子どもの将来の可能性を制限することがないよう、また貧困が世代を超

えて連鎖することのないよう、ひとり親家庭などの配慮が必要な家庭の子どもへの学習

や生活面での支援、経済的支援を実施します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

自立に必要な情報提

供、相談事業等の実施 

⚫ 母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親の自立に向けた

相談を行います。 

就業の促進 

⚫ 就業に向けた職業訓練の受講や受講中の生活費の負担軽減

のために給付金を支給します。 

⚫ 市役所に設置したハローワークの窓口で、就労相談を行い

ます。 

家事や子育ての援助 

⚫ ひとり親家庭等において、一時的に生活、育児等の援助が

必要となる場合や日常生活に支障が生じる場合にヘルパー

を派遣します。 

経済的負担の軽減 

⚫ ひとり親等を対象として、児童扶養手当のほかに子ども福

祉手当を支給します。 

⚫ ひとり親家庭の医療費の負担、生活困窮家庭の子どもの教

育にかかる費用や放課後児童健全育成事業の利用料の負担

を軽減します。 

住居支援 

⚫ 経済的困難等により子育てに支障がある場合、保護者の申

出により母子生活支援施設（母子の家）で母子が自立でき

るよう支援します。 

⚫ 市営住宅の募集では、ひとり親に限定した抽選枠を確保し

ます。 

《拡充》 

学習・進学援助 

⚫ 経済的に困窮し、学習の機会を得ることが困難な中学生及

びその保護者に対し、教育の機会の均等と学習に必要な環

境整備を図るため、個別学習支援、子どもが気軽に参加で

きる居場所の提供、保護者に対する教育支援などを行いま

す。 
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２.すべての子どもの健やかな育ちを目指すまち かすがい 

基本的視点 施  策 

２－1 こころと体の成長のための

支援 

10 学び・体験する機会の提供 

11 学習環境・生活環境の向上 

12 放課後児童の居場所の確保 

13 非行防止活動の推進 

14 いじめ・不登校への対応 

15 青少年団体への支援 

２－2 子どもの安全・安心の確保 
16 防犯・交通安全の取組み 

17 防災・防火の取組み 

２－3 特に配慮が必要な子どもへ

の支援 

18 障がいのある子どもへの支援 

19 外国人の子どもへの支援 

 

 

２-１ こころと体の成長のための支援 

10 学び・体験する機会の提供 

（１）現状と課題 

子どもが健やかに成長するためには、体の健康と様々な知識を習得し、豊かなこころ

を育むことが大切です。五感を通じて何かを感じ、学ぶことができる体験活動や文化に

ふれあう機会の提供、体力の増進のほか達成感や連帯感、協調意識などを育むスポーツ

活動などの機会を提供していくことが求められています。 

（２）基本的方向 

子どもたちが、地元出身の芸術家等とふれあうことで夢や希望を育む機会づくりの充

実を図り、子どもたちが文化・スポーツ活動に打ち込むことができる機会の充実を図り

ます。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

人権やジェンダー（性

差）に関する教育 

⚫ 小中学校の教科指導や道徳指導などで、「自分の大切さと

ともに他人の大切さを認めること」や、「性差による役割

意識にとらわれないこと」「性の多様性を理解すること」

の大切さを伝えます。 
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主な取組み 内容 

異世代交流の促進 

⚫ 幼稚園・保育園・認定こども園や地域子育て支援拠点など

において、児童・生徒が乳幼児や高齢者などとふれあう機

会を提供します。 

読み聞かせや読書の推

進 

⚫ 図書館では、乳児期から本に親しむ機会を提供するととも

に、読書の楽しさを体験できるイベントなどを開催しま

す。 

⚫ 地域子育て支援拠点やふれあいセンター、公民館などの講

座や教室において、読み聞かせを実施します。 

文化芸術やスポーツ等

の鑑賞・体験 

⚫ 茶道、華道、日本舞踊などの伝統文化が体験できるイベン

トを開催します。 

⚫ 幼稚園・保育園・認定こども園や小中学校などに芸術家等

を派遣し、ふれあう機会を提供します。 

⚫ 子どもたちの鑑賞を推奨する舞台公演や展覧会等を開催す

るとともに、関連するワークショップ等を実施すること

で、子どもたちが文化芸術を体験し、関心を深める機会を

提供します。 

⚫ プロスポーツ選手やアスリートによる子ども向けのスポー

ツ教室を実施します。 

「書のまち春日井」の取

組み 

⚫ 小学１年生から「書道科」の授業を実施するとともに、県

下児童・生徒席上揮毫大会、全国公募の書道展である道風

展を開催します。 

⚫ 書に関する子ども向けの企画展を開催します。 

仕事や社会活動の体

験 

⚫ 市内の事業所の協力を得て、幅広い職業が体験できる様々

なイベントを開催します。 

自然や環境についての

体験・学習 

⚫ 自然体験を通じて「自然との共生」や「生物多様性」につ

いて学習する機会を提供します。 

⚫ ゴミや省エネなど環境について体験し学習する機会を提供

します。 

参加型イベントの開催 

⚫ わいわいカーニバルをはじめとする子どもたちが集うイベ

ントを開催します。 

⚫ 子どもたちが自分の考えや意見を表明できる場を開催しま

す。 

地元を学ぶ機会の提供 ⚫ 春日井市の歴史を学んだり、春日井市の良さを再認識でき

るイベントを開催します。 

外国人とのふれあい ⚫ 英語の発音や国際理解教育の向上のため、小中学校に外国

人の指導助手を配置します。 

スポーツイベントや各種

講座の開催 

⚫ 子どもの健康づくりと体力増進を図るため、体育施設の無

料開放やスポーツイベント・各種講座を開催します。 

⚫ 中学生や高校生が日ごろの練習の成果を発揮する大会を開

催します。 

放課後の活動支援 
⚫ 部活動を持続可能なものにするため、部活動指導員を活用

します。 
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11 学習環境・生活環境の向上 

（１）現状と課題 

快適な学習環境は、子どもの学力向上のみならず、健やかな心身を育むためにも必要

です。市内 52 校の小中学校の体育館へのスポットクーラーの設置完了に引き続き、体

育館に熱気を排出するための換気設備を整備し、暑さ対策を推進しています。また、小

中学校のトイレの洋式化を進め、環境改善を図っています。 

学習規律とＩＣＴの活用を中心とした取り組み「かすがいスタンダード」を市内の全

小中学校で取り組み、わかりやすい授業の実施を図ってきました。また、「主体的・対

話的学習による深い学び」を重視した先進的な授業研究を市内２校で進め、その成果を

市内全校に水平展開しています。 

（２）基本的方向 

学校設備の整備を行い、子どもの安全安心な教育環境を整えます。また、ＩＣＴを活

用したわかりやすい授業を推進するなど、学びの質の確保と向上を図り、子どもの健や

かな成長を育みます。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

教育環境の整備 
⚫ 公共施設等マネジメント計画に基づき、老朽化が進む校舎

等の適切な改修を行います。 

幼稚園、保育園、認定

こども園と小学校の連

携 

⚫ 幼保小連携推進協議会を設置し、幼稚園、保育園、認定こ

ども園と小学校が連携し、指導内容や指導方法の連続性を

高め円滑な接続を進めます。 

学びの質の確保・向上 

⚫ きめ細やかな指導を実施するため、加配講師の配置を進め

ます。 

⚫ 各小中学校の学校評議員から意見を聴き、地域との連携を

深めます。 

 

 

12 放課後児童の居場所の確保 

（１）現状と課題 

放課後児童クラブはクラブ数、登録児童数ともに増加しているものの、地区によって

は待機児童が発生しており、地区ごとの需要量の動向を注視して対応していく必要があ

ります。また、夏休み中は放課後児童クラブの需要量が増加することから、平成 28 年

度から夏季臨時子どもの家を開設し、令和元年度からは夏季臨時子どもの家に代わりサ
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マー・スクールかすがいを開始することで、夏休みの児童の居場所を拡充してきました

が、依然として高い需要があることから、引き続き居場所の整備が必要です。 

（２）基本的方向 

放課後児童クラブの需要量の見込みに基づき、確保策を講じます。また、児童館、 

図書館に加えて、他の公共施設を放課後の安全で安心な居場所として提供していくこと

を検討し、放課後の多様な居場所について周知を図ります。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

放課後児童健全育成

事業の実施 

⚫ 放課後児童クラブのない小学校区及び需要量の見込みが受

入可能数を大きく上回る小学校区への対応については、整

備を検討するとともに、近隣の民間児童クラブの活用によ

り必要量の確保に努めます。また、放課後子供教室との連

携により、児童の居場所の確保を進めます。 

⚫ 放課後児童支援員等を対象とした研修を毎年開催する等、

質の向上を図ります。 

⚫ 民間児童クラブに対して運営支援を行います。 

《拡充》 

児童館の整備 
⚫ 交通児童遊園を建て替えます。 

児童館事業の実施 
⚫ 小中高生に放課後や休日などの安全で安心な居場所を提供

します。 

放課後子供教室の実

施 

⚫ すべての小学校において、全児童を対象とした放課後なか

よし教室を開設し、放課後の安全で安心な居場所を確保し

ます。 

⚫ 夏休み期間における、子どもたちの安全・安心な居場所を

提供するために、サマー・スクールかすがいを実施しま

す。 

 

13 非行防止活動の推進 

（１）現状と課題 

市職員と市から委嘱された地域の少年指導員による巡回・補導活動などを推進してお

り、春日井市内の触法少年（14 歳未満の罪を犯した少年）や不良行為少年の数は５年

前と比較して減少しています。しかしながら、全国的にスマートフォンの所有・利用率

が上昇傾向にあり、スマートフォンを利用した犯罪に関わる機会が増加していることか

ら、インターネットやＳＮＳを介した犯罪から子どもを守ることが求められます。 

（２）基本的方向 

地域や関係機関と連携して非行を防止し、子どもの安全を守ります。 
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インターネットやＳＮＳを通じた、いじめなどのトラブルや、特殊詐欺、児童ポルノ

などの犯罪について啓発活動を行います。また、フィルタリングをかけるなど、スマー

トフォンの安全な使い方について、子どもや保護者へ啓発活動を行います。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

巡回・補導活動の推進 

⚫ 市職員と市から委嘱された地域の少年指導員が、映画館や

ゲームセンターなどの店舗や公園等を巡回し、児童に対し

て声かけを行うなどの補導活動を行います。 

⚫ 春日井まつりや納涼まつりで巡回活動を行います。 

地域や関係機関との連

携 

⚫ 学校関係者、警察官、少年指導員が中学校区ごとに集ま

り、情報共有、意見交換を行います。 

⚫ 各学校の生徒指導担当者が新たな諸問題や生徒指導の情報

を共有できるよう会議や研修会を開催します。 

啓発活動の推進 

⚫ 市内の商業施設などで非行防止の啓発活動を推進します。 

⚫ 非行防止に関する書やポスター、標語などを募集し、展示

を行います。 

有害情報対策 
⚫ 子どもを情報社会の犯罪等から守るため、インターネット

やＳＮＳの正しい利用方法を啓発します。 

 

14 いじめ・不登校への対応 

（１）現状と課題 

「春日井市いじめ・不登校対策協議会」やスクール・ソーシャル・ワーカーの教育委

員会への配置をはじめ、市教育委員会と学校での様々な取組みにより、いじめの認知件

数や解消件数については横ばい状態が続いています。 

一方、30 日以上の不登校児童生徒の数は、小学校、中学校ともに増加傾向にあるこ

とから、いじめや不登校児童生徒へのきめ細やかな対応が必要となっています。 

（２）基本的方向 

関係機関と連携して、いじめの未然防止や早期発見、不登校児童生徒への対応を図る

ほか、不登校やひきこもり児童生徒への切れ目のない支援の仕組みを検討します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

いじめの発生防止、早

期発見と対応 

⚫ 各学校において対策委員会を設置し、いじめ・不登校の発

生防止と早期発見に努めるほか、「春日井市いじめ・不登

校対策協議会」を開催し、いじめや不登校に関する諸問題

について関係者と学識経験者などが協議します。 

⚫ 学校だけでは支援が難しい児童生徒の問題の解決に向け

て、スクール・ソーシャル・ワーカーを教育委員会に配置

するともに関係機関と連携した対応を推進します。 
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《重点》 

不登校やひきこもり児童

生徒への対応 

⚫ 不登校やひきこもりの要因や年齢などに着目し、切れ目な

く支援する仕組みを組織横断的に検討します。 

⚫ 不登校児童生徒については、学力維持や居場所の提供等、

市教育委員会だけでなく地域やその他関係機関との連携を

図ります。 

相談の実施 

⚫ 心の教室相談員やスクールカウンセラーの配置、いじめ・

不登校相談室や行政の相談窓口など様々な相談場所を確保

し、児童・生徒やその保護者が気軽に相談できる環境を提

供します。 

 

15 青少年団体への支援 

（１）現状と課題 

地域で子どもの健全育成に取り組む子ども会や青少年団体については、スポーツ少年

団が、団体数・団員数共に増加している一方、ボーイスカウトは、スカウト数が減少し

ていることから、引き続き支援を実施することが必要となっています。 

（２）基本的方向 

社会性や豊かな人間性を育むための地域の活動を、引き続き支援していきます。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

啓発、表彰 

⚫ 優良児童やスポーツ・文化などで優れた成績を収めた者、

模範となる行いをした者、児童福祉に取り組む団体などを

表彰します。 

⚫ 健全育成をテーマにした講演を開催します。 

地域の活動を支援 
⚫ 地域で子どもの健全育成に取り組む子ども会や青少年団体

を支援します。 
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２-２ 子どもの安全・安心の確保 

16 防犯・交通安全の取組み 

（１）現状と課題 

地域が主体となって取り組む安心・安全活動に対し、支援を行っていますが、子ども

の安全・安心の確保のためには、大人による見守り活動を実施するだけでなく、子ども

も自分自身を守る行動を取れるようになるよう、意識啓発を図ることが必要となります。 

（２）基本的方向 

各主体の活動状況やそれぞれの取組みについて、お互いに情報共有できる仕組みを検

討し、より効果的な取組みに繋げていきます。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

防犯・交通安全に関す

る教育 

⚫ 幼児及び小・中学生を対象に、自分の身は自分で守り、自

らも安全なまちづくりに参加できるよう、意識啓発のため

の教室や講座を開催します。 

⚫ 未就学児や小学生に対し、正しい横断歩道の渡り方や自転

車の乗り方等の教室を開催します。 

⚫ 交通安全クラブや交通少年団による啓発活動を行います。 

見守り活動の実施 

⚫ 地域住民やボランティアで結成された団体が児童の登下校

時等に市内を巡回したり、商店や個人宅等に「こども 110

番の家」の看板を掲示するなど、様々な方法で児童を見守

る取組みを推進します。 

情報提供 

⚫ 携帯電話やスマートフォンを活用して、警察や市が入手し

た不審者などの防犯や気象・地震などの安全・安心情報を

登録者に配信します。 

 

17 防災・防火の取組み 

（１）現状と課題 

地域が主体となって取り組む安心・安全活動に対し、支援を行っています。 

子どもたちが自分の身は自分で守れるようになるため、子ども自身が安全なまちづく

りに関わることができるよう啓発しています。 

（２）基本的方向 

各主体の活動状況やそれぞれの取組みについて、お互いに情報共有できる仕組みを検

討し、より効果的な取組みに繋げていきます。 
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（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

防災・防火に関する教

育 

⚫ 幼児及び小・中学生を対象に、自分の身は自分で守り、自

らも安全なまちづくりに参加できるよう、意識啓発のため

の教室や講座を開催します。また、総合防災訓練への中高

生の参加を促し、避難所運営において中高生に期待する役

割等を伝えていきます。 

⚫ 少年消防クラブや幼年消防クラブによる啓発活動を行いま

す。 

情報提供（再掲） 

⚫ 携帯電話やスマートフォンを活用して、警察や市が入手し

た不審者などの防犯や気象・地震などの安全・安心情報を

登録者に配信します。 
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２-３ 特に配慮が必要な子どもへの支援 

18 障がいのある子どもへの支援 

（１）現状と課題 

特別支援保育や特別支援学級を在籍している児童の数が増加していることから、教育

や保育現場等におけるきめ細やかな対応が必要となっています。 

（２）基本的方向 

障がいのある子どもや障がいの疑いのある子どもへの、教育や保育現場等におけるき

め細やかな対応、障がいのある子どもを養育する保護者への精神的・経済的負担を軽減

する取組みを引き続き実施します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

障がいの早期発見 
⚫ 乳幼児健診や新生児聴覚スクリーニングなどにより、障が

いの早期発見に努めます。 

発達時期に適した支援

の推進 

⚫ 子どもの障がいに応じた支援を行うとともに障がいのある

子どもの保護者を対象に、子どもの年齢や発達に応じた相

談事業を推進します。 

療育の推進 
⚫ 療育が必要と思われる児童に対して、児童発達支援・放課

後等デイサービスの利用を勧奨します。 

《新規》 

医療的ケアが必要な子

どもへの支援 

⚫ 医療的ケアが必要な子どもの地域生活を支援するため、関

係機関との連携を図ります。 

教育・保育等における

支援 

⚫ 保育園における統合保育、幼稚園や小中学校における特別

支援教育を推進し、子どもの家においても可能な範囲で障

がいのある子どもの受け入れを行います。 

⚫ 障がいのある子どもや障がいの疑いのある子どもへの対応

について研修を行うことなどにより、教育・保育関係者の

理解を深めます。 

経済的負担の軽減 
⚫ 障がいのある子どもの教育や医療にかかる経済的負担を軽

減します。 
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19 外国人の子どもへの支援 

（１）現状と課題 

国際化の進展に伴い、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児な

どのさらなる増加が見込まれていることから、日本語でのコミュニケーションを図るた

めの支援や、情報を分かりやすく提供することが求められています。 

（２）基本的方向 

日本語でのコミュニケーションを図れるよう支援するほか、情報を分かりやすく提供

します。 

（３）主な取組みと内容 

主な取組み 内容 

日本語学習の支援 

⚫ 日本語が理解できない外国人児童・生徒などがいる小中学

校に日本語講師を派遣します。 

⚫ 子どものための日本語教室を開催します。 

《新規》 

わかりやすい日本語によ

る情報の提供 

⚫ 子育て支援を始めとする窓口において、わかりやすい日本

語による情報提供に取り組みます。 

外国語による案内等 

⚫ 日本語が理解できない妊婦に外国語版の母子健康手帳を交

付します。 

⚫ 就学に関する情報提供を行います。 

通訳の派遣 
⚫ 健診時等に、日本語が理解できない外国人がいる場合に通

訳を派遣します。 
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第４章 教育・保育、地域子ども・子育て支援
事業の需要量の見込みと確保策 
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１ 教育・保育提供区域 

国の基本指針では、地理的条件、人口、交通事情等社会的条件、現在の教育・保育施設等

の利用状況や整備状況を勘案して、地域の実情に応じて教育・保育提供区域を設定すること

とされています。 

本市の実情、事業の性質等を踏まえ、基本的には市全域を 1区域として設定することとし

ますが、保育事業については保育園の整備状況、利用希望や人口動向を勘案し、中学校区や

隣接する複数の中学校区を統合した区域を単位として、７区域を設定することとします。 

また、放課後児童健全育成事業については、授業の終了後に利用する事業であることから、

小学校区を区域とします。 

 

事業区分 区域数 教育・保育提供区域 

保育事業 ７区域 

石尾台・高森台 

藤山台・岩成台・高蔵寺 

坂下 

南城・東部 

松原・鷹来 

西部・柏原 

中部・知多・味美 

放課後児童健全育成事業 37区域 各小学校区 

その他の事業 １区域 市内全域 

 



  

52 

２ 需要量の見込みと確保策 

（１）保育事業 

就労等の理由により、家庭で十分な保育ができない乳幼児を保護者の希望により、保育

園・認定こども園等で保育を行う事業です。 

今後の需要量については、市全域では０～２歳で定員を上回る見込みとなっています。 

区域別では、①石尾台・高森台、②藤山台・岩成台・高蔵寺、④南城・東部、⑦中部・知

多・味美区域で需要量が定員を上回る見込みとなっています。 

なお、区域別の需要量の見込みについては、中学校区単位で把握し、確保策については、

保育園等用地の確保の観点から隣接中学校区を含めて検討します。 

 

区域別・年齢別の需要量の見込み         単位：人 

区域・年齢 

(参考) 

令和元年度 
需要量の見込み 定員 

－ 

最大 

需要量 

実績数 

※ 

定員 

４月１日

現在 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

市全域 
０～２歳 2,195 2,580 2,450 2,505 2,528 2,575 2,634 ▲ 54 

３～５歳 3,935 5,220 3,920 3,791 3,670 3,573 3,543 1,300 

① 

石尾台 
０～２歳 30 32 43 42 41 42 42 ▲ 11 

３～５歳 105 180 109 106 100 92 91 71 

高森台 
０～２歳 47 49 43 42 38 37 35 6 

３～５歳 53 70 54 51 49 45 41 16 

② 

藤山台 
０～２歳 77 98 82 80 80 79 77 16 

３～５歳 101 166 88 82 73 67 64 78 

岩成台 
０～２歳 68 80 63 72 59 57 56 8 

３～５歳 177 230 166 151 148 141 134 64 

高蔵寺 
０～２歳 184 179 206 214 214 224 234 ▲ 55 

３～５歳 261 286 283 287 294 290 292 ▲ 8 

③ 坂下 
０～２歳 118 207 102 104 106 105 105 101 

３～５歳 215 403 223 211 192 180 180 180 

④ 

南城 
０～２歳 187 193 247 243 256 261 269 ▲ 76 

３～５歳 360 386 335 331 311 298 287 51 

東部 
０～２歳 277 298 291 303 308 313 320 ▲ 22 

３～５歳 495 590 512 479 460 454 457 78 

⑤ 

松原 
０～２歳 85 91 96 94 92 91 94 ▲ 5 

３～５歳 139 192 138 138 136 133 127 54 

鷹来 
０～２歳 118 178 156 153 156 158 160 18 

３～５歳 323 394 319 312 290 288 280 75 

⑥ 西部 
０～２歳 152 177 140 142 151 153 155 22 

３～５歳 241 367 232 222 215 203 202 135 
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柏原 
０～２歳 237 266 246 250 243 246 249 16 

３～５歳 435 527 402 378 370 356 349 125 

⑦ 

中部 
０～２歳 407 463 502 525 531 547 566 ▲ 103 

３～５歳 620 941 649 636 636 634 643 292 

知多 
０～２歳 182 241 204 212 220 229 240 1 

３～５歳 317 388 327 326 320 321 326 61 

味美 
０～２歳 26 28 29 29 33 33 32 ▲ 5 

３～５歳 93 100 83 81 76 71 70 17 

※ ４月１日現在の利用者数 

 

【確保策】 

⚫ 需要量の見込みが定員を上回る区域の０～２歳保育への対応については、社会福祉法人

など民間事業者を活用しながら、保育園、認定こども園、小規模保育事業所の整備を促

進し、必要量を確保していきます。また、春日井市公共施設個別施設計画に基づく公立

保育園の建替え時においては、区域ごとの需要を満たすことができるよう定員維持に努

めます。 

                        単位：人 

不足が見込まれる 

区域・年齢 

最大 

不足数 

見込み 

確保量 

確保量（整備は前年度） 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

市全域 ０～２歳 ▲89 285 68 76 84 38 19 

① 
石尾台 

・高森台 
０～２歳 ▲5 19   19       

② 
藤山台・岩成台 

・高蔵寺 
０～２歳 ▲31 46    46      

④ 南城・東部 ０～２歳 ▲98 106 49 19 19 19   

⑦ 
中部・知多 

・味美 
０～２歳 ▲107 114 19 38 19 19 19 

※ 令和２年度以降の確保量については、保育園、小規模保育事業所等の定員ベースで計上 
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多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

ベテラン保育士等による巡回指導を実施し、新規参入事業者の運営の支援を行っていきます。

また、認定こども園においては特別な支援が必要な子どもの受入体制を構築し、良質かつ適切

な教育・保育の推進体制を充実します。 

単位：件 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 

新規参入施設

への支援 
14 21 25 28 30 31 

特別支援教育 0 2 2 2 2 2 

②確保量 

新規参入施設

への支援 

 
21 25 28 30 31 

特別支援教育 2 2 2 2 2 

【確保策】 

⚫ 新規参入事業者への保育に関する必要な支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）幼児教育事業 

３歳以上の未就学児を対象として、幼稚園、認定こども園において、教育を行う事業です。

需要量の見込みに対し定員が上回っています。 

単位：人 

 

区分 年齢区分 

令和 

元年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み ３～５歳 4,122 4,149 4,010 3,885 3,750 3,705 

②確保量 ３～５歳  5,791 5,791 5,791 5,791 5,791 
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（３）多様な保育事業 

各事業の需要は、今後も大きな変化はない見込みであり、一時預かり事業以外については、

現在の施設もしくは体制によって必要な量を確保しています。 

 

①延長保育事業 

保育園等利用者に対して、平日の午前７時～午前７時 30 分、午後６時 30 分～午後７時において、保

育を実施する事業 

単位：人 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 実利用者数 544 594 622 649 674 707 

②確保量 実利用者数  594 622 649 674 707 

【確保策】 

⚫ 新たに整備する保育園等での実施に加え既存園での実施を検討します。 

 

②幼稚園における預かり保育（幼稚園における保育ニーズ） 

単位：人 

区分 区分 

令和 

元年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 実利用者数 1,156 1,163 1,124 1,089 1,051 1,039 

②確保量 実利用者数  1,163 1,124 1,089 1,051 1,039 

【確保策】 

⚫ 令和元年 10 月の幼児教育・保育の無償化後の利用動向を注視しつつ、必要な提供体制

の確保に努めます。 

 

③一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育園、地域子育て支援

拠点その他の場所で一時的に預かり、必要な保育を行う事業 

単位：人 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 

(実績から推計) 
延利用者数 14,512 13,216 12,966 12,718 12,549 12,459 

(ニーズ調査) 延利用者数  3,682 3,587 3,497 3,412 3,373 

②確保量 延定員数  27,450 31,800 31,800 31,800 31,800 
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【確保策】 

⚫ 令和元年 10 月の幼児教育・保育の無償化後の利用動向を注視しつつ、必要な提供体制

の確保に努めます。 

⚫ ニーズ調査の結果から、利用者の約４割が希望日に利用ができていない状況が見られる

ことから、令和３年度に確保量の拡大を図ります。 

 

 

④病後児保育事業 

病気回復期の児童について、医療機関の専用スペースにおいて、看護師等が一時的に保育する事

業 

単位：人 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 延利用者数 1,046 1,100 1,070 1,050 1,020 1,010 

②確保量 延利用者数  3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 

【確保策】 

⚫ 既存の受け入れ体制を維持します。 

 

 

⑤子育て短期支援事業（児童ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、

児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業 

 

単位：人 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和２

年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 延利用者数 55 40 39 38 37 36 

②確保量 延利用者数  40 39 38 37 36 

【確保策】 

⚫ 既存の受け入れ体制を維持します。 
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（４）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な

育成を図る事業です。 

年間を通じた需要の見込みについては、市全域で見ると定員が需要量の見込みを上回って

いますが、一部の小学校区においては不足する見込みです。 

各小学校区別の需要量の見込み及び確保策については、次のとおりです。 

 

小学校区別の需要量の見込み                単位：人 

区域 

（小学校区） 

(参考) 

令和 

元年度 

実績数 

受入 

可能数 

需要量の見込み 
受入可能数 

― 

最大需要量 
令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

市全域  3,271 2,800 2,843 2,870 2,896 2,889 375 

春日井 112 129 113 124 124 130 132 ▲3 

牛山 57 77 58 60 60 62 62 15 

松山 83 82 88 90 88 87 81 ▲8 

味美 93 89 91 93 97 98 97 ▲9 

白山 37 73 38 39 37 38 36 34 

山王 82 82 87 81 84 80 84 ▲5 

勝川 143 173 143 138 144 148 144 25 

小野 186 210 194 210 220 241 255 ▲45 

上条 90 91 86 92 97 99 96 ▲8 

鳥居松 52 42 52 48 47 45 43 ▲10 

柏原 98 108 100 100 100 96 94 8 

丸田 67 78 69 72 76 74 74 2 

鷹来 50 72 53 49 49 51 57 15 

西山 44 71 41 43 40 37 36 28 

大手 94 101 99 98 100 97 94 1 

松原 70 88 66 68 69 70 72 16 

東野 67 76 70 70 66 66 69 6 

篠木 125 148 119 129 133 136 132 12 

八幡 49 73 46 47 52 54 55 18 

篠原 78 82 81 78 79 79 73 1 

神領 87 84 92 99 101 96 101 ▲17 

北城 90 91 90 87 83 86 83 1 

出川 105 118 114 112 109 106 111 4 

高座 129 135 127 131 133 140 141 ▲6 

不二 121 142 131 132 137 137 143 ▲1 

藤山台 87 97 88 89 86 82 82 8 
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岩成台 49 81 51 53 51 52 47 28 

岩成台西 64 99 65 62 66 64 61 33 

玉川 60 72 59 60 57 54 49 12 

高森台 50 88 47 48 43 42 39 40 

中央台 39 44 38 39 39 41 41 3 

石尾台 33 87 34 34 34 36 39 48 

東高森台 15 0 15 14 15 15 16 ▲16 

押沢台 30 0 29 27 27 28 27 ▲29 

坂下 70 85 70 72 72 74 69 11 

西尾 0 0 10 12 12 11 11 ▲12 

神屋 52 103 46 43 43 44 43 57 

在籍児童数合計 17,264  17,186  17,030  16,831  16,582   

 

【確保策】 

⚫ 放課後児童クラブのない小学校区及び需要量の見込みが受入可能数を大きく上回る小学

校区への対応については、整備を検討します。その他小学校区への対応については、近

隣の民間児童クラブの活用により必要量を確保するとともに、放課後子供教室との連携

により、児童の居場所の確保を図ります。 

    単位：人 

不足が見込まれる区域 

（小学校区） 

最大不足数 

見込み 

確保量 (参考)放課後

子供教室利用

可能者数 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

春日井 3      20 

松山 8      20 

味美 9      10 

山王 5      20 

小野 45    45  20 

上条 8      15 

鳥居松 10      5 

神領 17      10 

高座 6      10 

不二 1      15 

東高森台 16  20    0 

押沢台 29 40     0 

西尾 12  20    0 

 

夏休み等の長期休業中の需要量の見込み（市内全域）                  単位：人 

区分 
令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 確保策 

①量の見込み 811 808 800 791 779  

②確保量 

352 349 359 360 367 子どもの家限定利用 

459 459 441 431 412 
民間児童クラブ、サマ

ー・スクールかすがい等 
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【確保策】 

⚫ 夏休みを始めとする長期休業期間の一時的な需要の増加に対しては、空きのある放課後

児童クラブを利用した限定利用のほか、長期休業期間に実施する他の事業との連携によ

り、児童の居場所の確保を図ります。 
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（５）地域子ども・子育て支援事業 

地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所（子育て支援センター等）を開設し、子育てについて

の相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業 

単位：人・箇所 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和２

年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 延利用者数※ 11,400 10,660 10,680 10,680 10,760 10,880 

②確保量 
箇所数  8 8 8 8 8 

延利用者数 10,660 10,680 10,680 10,760 10,880 

※乳幼児数（団体利用除く） 

【確保策】 

⚫ 子育て家庭が身近で利用できる環境について検討します。 

 

 

子育て援助活動支援事業（ファミリー･サポート･センター事業） 

乳幼児や小学生児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを

希望する者と援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業 

単位：人 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和２

年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 

（就学前児童） 
延利用者数 266 371 361 352 343 339 

（小学生） 延利用者数 316 327 325 322 318 313 

②確保量 

（就学前児童） 
延利用者数 

 
371 361 352 343 339 

（小学生） 延利用者数  327 325 322 318 313 

【確保策】 

⚫ 事業の周知とともに、援助会員の確保とサービスの質の確保・向上に努めます。 

 

 

母子保健事業 

子育て支援の拠点となる子育て世代包括支援センターのより良いあり方を検討するとともに、子育て経

験者・保健師・助産師による訪問事業、電話相談、情報提供、助言・保健指導、妊産婦ケア事業を実施

するなど、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組みます。また、総合保健医療セ

ンターと保健センター（中央台）を会場に、子の年齢に応じた健康診査事業や栄養士や臨床心理士を始

めとする専門職による相談事業を実施していきます。 
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①子育て世代包括支援センター（利用者支援事業：母子保健型） 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、

関係機関との連絡調整等を実施する事業 

単位：箇所 

区分 区分 

令和 

元年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 

基本型 

・特定型 
－ － － － － － 

母子保健型 １ １ １ １ １ １ 

②確保量 

基本型 

・特定型 

 
－ － － － － 

母子保健型 １ １ １ １ １ 

【確保策】 

⚫ 既存の母子保健型１か所を維持し、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援

に取り組めるよう、より利用、相談しやすい子育て世代包括支援センターのあり方を検

討します。 

 

 

②妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、

保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業 

単位：回 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 利用回数※ 34,654 35,040 34,520 34,200 34,010 33,920 

②確保量 利用回数  35,040 34,520 34,200 34,010 33,920 

※妊婦１人当たり 14回の利用 

【確保策】 

⚫ 現在の実施体制を維持します。 

 

 

③乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の

把握を行う事業 

単位：人 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 訪問乳児数 2,448 2,500 2,470 2,440 2,430 2,420 

②確保量 訪問乳児数  2,500 2,470 2,440 2,430 2,420 



  

62 

【確保策】 

⚫ 訪問率 100％を目指して、既存の体制（赤ちゃん訪問員や助産師、保健師による訪問）

を基礎として、事業を実施します。 

 

④新生児・未熟児訪問 

 

単位：件 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 訪問件数 1,221 1,260 1,280 1,320 1,350 1,390 

②確保量 訪問件数  1,260 1,280 1,320 1,350 1,390 

 

⑤乳幼児訪問（保健師による個別訪問） 

単位：件 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 訪問件数 349 510 500 500 490 490 

②確保量 訪問件数  510 500 500 490 490 

 

⑥乳幼児相談・電話相談（専門職による相談） 

単位：件 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 延相談件数 982 780 760 740 720 710 

②確保量 延相談件数  780 760 740 720 710 

 

⑦妊産婦ケア 

単位：組 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 延利用組数 895 1,090 1,150 1,210 1,270 1,340 

②確保量 延利用組数  1,090 1,150 1,210 1,270 1,340 
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養育支援訪問事業 

出産直後等で精神的に不安定な場合や育児方法に不安がある場合において、育児に過度の負担が

かかる前に、家事援助等のヘルパーを派遣する事業です。 

単位：件 

区分 区分 

平成 

30年度 

実績 

年度 

令和 

２年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 訪問件数 102 111 111 111 111 111 

②確保量 訪問件数  111 111 111 111 111 

【確保策】 

⚫ 要保護児童対策地域協議会を通じた関係機関の連携強化を図りつつ、既存の体制（保健

師等による訪問）を基礎として事業を実施します。 

 

 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 

生活保護世帯など、世帯の所得状況等を勘案して、幼稚園における給食費のうち副食費について、

保護者が負担する費用の一部を国の補助制度に基づき助成する事業です。 

単位：件 

区分 区分 

令和 

元年度 

実績 

年度 

令和２

年度 
３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

①量の見込み 補助件数 503 506 489 474 457 452 

②確保量 補助件数  506 489 474 457 452 

 

【確保策】 

⚫ 対象児童への適正な給付に努めます。 
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第５章 計画の推進体制 

１ 計画の周知 

計画の推進にあたり、子育て家庭、子育てに係る事業者・関係団体をはじめ、多くの市民

の理解と協力が重要であることから、策定した計画について、関係者や関係団体へ周知する

とともに、ホームーページへの掲載、市役所を始め、公民館、ふれあいセンターなどの公共

施設において計画及び計画の概要版の閲覧・配布するなど機会をとらえて広く市民に発信し

ます。 

 

２ 関係機関等との連携・協働 

基本理念の実現には、家庭、教育・保育機関、地域、事業者、行政などがそれぞれの役割

を担うとともに、相互に連携、協働しながら子育て支援に取り組む必要があります。関係機

関が相互に連携を図りながら、当事者に寄り添った切れ目のない支援に取り組んでいきます。 

 

３ 計画の進行管理 

本計画は、ＰＤＣＡサイクルによる継続的改善を基本とし、子ども・子育て支援対策協議

会を定期的に開催することで、計画の円滑な推進と進行管理、点検、評価を行うとともに、

必要に応じて計画の見直しを行います。また、計画の進行状況についてはホームページなど

により広く市民に周知します。 
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具体的施策の指標 

基本的
視点 

施 策 指 標 
現状値 
（H30） 

目標値 
（R5） 

１-1 

妊娠・

出産か

ら子育

てまで

の切れ

目ない

支援 

１  妊娠・出

産・子育て

の 不 安 の

軽減 

・妊娠・出産について満足している人の割合※１ ７９．５％  

・特定妊婦の数※１ ２７８人 参考指標 

・子育てをする上で気軽に相談で

きる人や相談場所がある人の割

合※２ 

未就園児の保護

者 
９５．３％  

就園児の保護者 ９２．４％  

・気軽に相談できる場所に関する

回答※２子育て世代包括支援セン

ター 

未就園児の保護

者 

１．５％ 

(H29) 
 

就園児の保護者 
０．５％ 

(H29) 
 

・精神疾患の既往有※３ 
３．９％ 

(H29) 
参考指標 

・妊娠がわかったときの戸惑った等の気持ちがあった

人の割合※３ 

７．１％ 

(H29) 
 

・２週間以上続いたうつ状態の人の割合※３ 
７．４％ 

(H29) 
参考指標 

２ 母子の健

康の確保 

・健康診査受診率 
４ヶ月児 ９８．８％ １００％ 

１歳半 ９８．０％ １００％ 

・むし歯のない者の割合※４ 

３歳児 
９１．９％ 

(H29) 
９５％ 

中学１年生 
７７．３％ 

(H29) 
８０％ 

・中等度・高度肥満児の割合※４ 

小学 5年生男子 
４．４％ 

(H29) 

４．５％ 

以下 

小学 5年生女子 
３．４％ 

(H29) 

２．５％ 

以下 

・「ふとりすぎ」「ややふとりすぎ」

「ふとりぎみ」な児童の割合※１ 
３歳児 ４．１２％  

３ 育児力の

向上支援 

・「子どもとの接し方やしつけの方

法がわからない」と感じる人の

割合※２ 

就学前児童の保

護者 
４３．４％  

小学校低学年児

童の保護者 
４５．４％  

４ 市民や地

域による子

育 て 支 援

の推進 

・「子育てが地域の人々や地域社

会に支えられていると思う」と回

答した人の割合※２ 

就学前児童の保

護者 
５６．０％  

小学校低学年児

童の保護者 
５９．３％  

５ ワーク・ラ

イフ ・バラ

ンスの推進 

・「ワーク・ライフ・バランスがうまくとれていると思う」

と回答した人の割合※５ 20～40代 

４７．９％ 

(H28) 
 

１-2 

就学前

児童の

教育・

６ 就学前児

童の教育・

保 育 の 提

供 

・待機児童数 

４月１日現在 ０人 ０人 

10月１日現在 ４５人 ０人 
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保育の

充実 
７ 多様な保

育事 業の

提供 

・不定期に一時預かりや一時保育を利用している人

で、希望した日に利用できなかったことがある人の

割合※２ 

４１．６％ 
 

１-3 

特に配

慮が必

要な家

庭への

支援 

８ 児童虐待

の防止と社

会的養護 

・新規虐待件数 

春日井市 ７０件  

春日井児童相談

センター 
３０５件  

・虐待通告等対応件数 ２,４０９件 参考指標 

９  ひとり親

家庭の 自

立支援、子

どもの貧困

の 連 鎖 の

防止 

・児童扶養手当受給者数 ２,６２９人 参考指標 

・貧困率※６ 尾張北部（全国貧困線 122万円） ６．２％  

基本的
視点 

施 策 指 標 
現状値 
（H30） 

目標値 
（R5） 

２-1 

こころと

体の成

長のた

めの支

援 

10 学び・体

験する機会

の提供 

・「自分にはよいところがあると思

う生徒」の割合※７ 

小６  ８４．７％  

中３ ８１．７％  

・「将来の夢や目標をもっている

生徒」の割合※７ 

小６  ８２．４％  

中３ ７２．７％  

・「人の役にたつ人間になりたい

と思う生徒」の割合※７ 

小６  ９４．４％  

中３ ９４．４％  

・「家で、自分で計画を立てて勉

強をしている生徒」の割合※７ 

小６  ５９．８％  

中３ ４９．８％  

・「地域や社会をよくするために

何をすべきかを考えることがあ

る生徒」の割合※７ 

小６  ４７．１％  

中３ ３４．６％  

11  学習環

境・生活環

境の向上 

・春日井市公共施設等マネジメント計画に基づく施設

整備 
― ― 

12  放課後

児童 の 居

場 所 の 確

保 

・放課後なかよし教室及び放課後児童クラブ登録児

童数（５月１日現在） 
５,３４８人 参考指標 

・子どもの家利用待機児童数（５月１日現在） ７９人 ０人 

13  非行防

止 活 動 の

推進 

・触法少年数※８ ９３人  

・不良行為少年数※８ １,３３０人  

14 いじめ・

不 登 校へ

の対応 

・学校でのいじめ状況※９ ４３４人  

・いじめ解消状況※９ ８１．８％  

・30日以上不登校※９ 小学校 １６８人  
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出典： ※１ すこやか親子２１ 

※２ 子ども・子育てに関するアンケート調査 

※３ 愛知県母子保健報告 

※４ かすがい健康計画 2023 

※５ 男女共同参画に関する市民意識調査 

※６ 愛知こども調査 

※７ 全国学力テスト質問紙 

※８ 春日井市内少年非行の概況 

※９ 春日井市いじめ・不登校対策事業報告書 

※10 安全情報共有会議資料 

※11 春日井市学校保健統計 

※12 ３歳児健康診査 

 

中学校 ３７７人 

15  青少年

団 体 へ の

支援 

・スポーツ少年団 
団体数 ３５団体 参考指標 

団員数 １,０１５人 参考指標 

・ボーイスカウト春日井 
団数 ６団体 参考指標 

スカウト数 ２３４人 参考指標 

・ガールスカウト春日井 
団数 ４団体 参考指標 

スカウト数 ３８人 参考指標 

２-2 

子ども

の安

全・安

心の確

保 

16 防犯・交

通 安 全 の

取組み 

・地域の安心・安全活動 

地域のおじさん、

おばさん 
７４２人  

子ども防犯教室

の実施校 
３７校 ３７校 

・交通事故による市内の年齢別・死傷者数 15 歳以

下※１０ 
１６３人  

17 防災・防

火 の 取 組

み 

   

２-3 

特に配

慮が必

要な子

どもへ

の支援 

18  障がい

のある子ど

もへの支援 

・特別支援保育の対象者数 
２３３人 

（２０園） 
参考指標 

・特別支援学級児童数 ４３９人 参考指標 

・障がい児通所利用者

数  

児童発達支援 ４,０１７人 ― 

放課後等デイサービス ６,５９５人 ― 

・療育手帳所持者数（18歳未満） ７６１件 ― 

・精神障がい者保健福祉手帳所持者数（18歳未満） １１２件 ― 

19  外国人

の子どもへ

の支援 

・日本語が理解できない外国人児童生徒数 ９３人  


